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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運動中の身体形状の変化に対応した衣服の設計を支援する装置であって、
　運動中の身体の複数の姿勢の各々ごとに、前記身体の表面に設定された特徴点とその位
置とを関連付ける位置データを、身体の表面に設定された複数の特徴点について複数の位
置データとして取得する取得部と、
　前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の位置データに基づいて、前記複数の特徴点の
うち、一つの特徴点を対象特徴点とし、前記対象特徴点以外の二つの特徴点を二つの参照
特徴点として、前記対象特徴点及び前記二つの参照特徴点が互いに周囲に位置するように
それぞれ選択し、前記対象特徴点が前記二つの参照特徴点に対して相対的に存在可能な位
置を算出して、前記対象特徴点と前記存在可能な位置とを関連付けた存在位置データを生
成する存在位置生成部と、
　前記複数の姿勢について生成された前記複数の存在位置データに基づいて、前記対象特
徴点の平均の位置を合成位置として算出して、前記対象特徴点と前記合成位置とを関連付
けた合成位置データを生成する合成位置生成部と、
　を備え、
　前記存在位置生成部は、前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の特徴点の各々を、順
次、対象特徴点として選択し、存在位置データを生成し、
　前記合成位置生成部は、前記複数の姿勢について順次生成された前記複数の存在位置デ
ータに基づいて、前記順次選択された対象特徴点について、合成位置データを生成し、
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　生成された前記複数の特徴点における前記複数の合成位置データに基づいて、前記身体
における前記複数の特徴点の位置が前記複数の合成位置となる身体形状を示す身体形状デ
ータが形成される、
　装置。
【請求項２】
　前記存在位置生成部は、前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の位置データに基づい
て、前記二つの参照特徴点のうちの一方の第１参照特徴点を中心とし、前記第１参照特徴
点と前記対象特徴点との距離を半径とする第１球面と、前記二つの参照特徴点のうちの他
方の第２参照特徴点を中心とし、前記第２参照特徴点と前記対象特徴点との距離を半径と
する第２球面とが交わってできる円の円周上の位置を、前記対象特徴点の存在可能な位置
として算出する、
　請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記合成位置生成部は、前記複数の姿勢における前記複数の円に基づいて、前記二つの
参照特徴点を前記複数の姿勢について互いに重ねたとき、前記二つの参照特徴点を結ぶ方
向における前記複数の円の平均の位置に存在し、前記複数の円の半径の平均と同じ半径を
有する円である合成円において、当該合成円の円周上の位置であって、前記複数の円の円
周上における前記複数の対象特徴点の平均の位置を、前記対象特徴点の合成位置として算
出する、
　請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記存在位置生成部は、
　　最初に、前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の位置データに基づいて、前記複数
の特徴点のうちの所定の二つの特徴点を前記二つの参照特徴点とし、前記二つの参照特徴
点の周囲に位置する一つの特徴点を対象特徴点としてそれぞれ選択して、当該対象特徴点
の存在位置データを生成し、
　　その後、前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の位置データ及び前記存在位置デー
タに基づいて、前記複数の特徴点のうち、未だ前記参照特徴点及び前記対象特徴点として
選択されていない一つの特徴点を対象特徴点とし、既に前記参照特徴点及び／又は前記対
象特徴点として選択された特徴点のうちの二つの特徴点を前記二つの参照特徴点としてそ
れぞれ選択して、当該対象特徴点の存在位置データを生成する、
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記合成位置生成部は、前記対象特徴点の平均の位置を、前記複数の姿勢の各々の重要
度に応じた加重平均で算出する、
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記身体の表面における複数の特徴点は、複数の骨特徴点を含む、
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記複数の姿勢は、互いに異なる複数の身体による実質的に同一な姿勢、並びに／又は
、同一身体による筋収縮時の姿勢及び筋弛緩時の姿勢を含む、
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記複数の位置データは、前記身体における前記複数の特徴点にマーカを配置して行う
モーションキャプチャにより取得される、
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　生成された前記複数の特徴点における前記複数の合成位置データに基づいて、前記身体
における前記複数の特徴点の位置が前記複数の合成位置となる身体形状を示す身体形状デ
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ータを形成する身体形状形成部を更に備える、
　請求項１乃至８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　運動中の身体形状の変化に対応した衣服の設計を支援する方法であって、
　運動中の身体の複数の姿勢の各々ごとに、前記身体の表面に設定された特徴点とその位
置とを関連付ける位置データを、身体の表面に設定された複数の特徴点について複数の位
置データとして取得する取得ステップと、
　前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の位置データに基づいて、前記複数の特徴点の
うち、一つの特徴点を対象特徴点とし、前記対象特徴点以外の二つの特徴点を二つの参照
特徴点として、前記対象特徴点及び前記二つの参照特徴点が互いに周囲に位置するように
それぞれ選択し、前記対象特徴点及び前記二つの参照特徴点の位置データに基づいて、前
記対象特徴点が前記二つの参照特徴点に対して相対的に存在可能な位置を算出して、前記
対象特徴点と前記存在可能な位置とを関連付けた存在位置データを生成する存在位置生成
ステップと、
　前記複数の姿勢について生成された前記複数の存在位置データに基づいて、前記対象特
徴点の平均の位置を合成位置として算出して、前記対象特徴点と前記合成位置とを関連付
けた合成位置データを生成する合成位置生成ステップと、
　を備え、
　前記存在位置生成ステップは、前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の特徴点の各々
を、順次、対象特徴点として選択し、存在位置データを生成し、
　前記合成位置生成ステップは、前記複数の姿勢について順次生成された前記複数の存在
位置データに基づいて、前記順次選択された対象特徴点について、合成位置データを生成
し、
　生成された前記複数の特徴点における前記複数の合成位置データに基づいて、前記身体
における前記複数の特徴点の位置が前記複数の合成位置となる身体形状を示す身体形状デ
ータが形成される、
　方法。
【請求項１１】
　運動中の身体形状の変化に対応した衣服の設計を支援する方法をコンピュータに実行さ
せるプログラムであって、
　運動中の身体の複数の姿勢の各々ごとに、前記身体の表面に設定された特徴点とその位
置とを関連付ける位置データを、身体の表面に設定された複数の特徴点について複数の位
置データとして取得する取得ステップと、
　前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の位置データに基づいて、前記複数の特徴点の
うち、一つの特徴点を対象特徴点とし、前記対象特徴点以外の二つの特徴点を二つの参照
特徴点として、前記対象特徴点及び前記二つの参照特徴点が互いに周囲に位置するように
それぞれ選択し、前記対象特徴点及び前記二つの参照特徴点の位置データに基づいて、前
記対象特徴点が前記二つの参照特徴点に対して相対的に存在可能な位置を算出して、前記
対象特徴点と前記存在可能な位置とを関連付けた存在位置データを生成する存在位置生成
ステップと、
　前記複数の姿勢について生成された前複数の記存在位置データに基づいて、前記対象特
徴点の平均の位置を合成位置として算出して、前記対象特徴点と前記合成位置とを関連付
けた合成位置データを生成する合成位置生成ステップと、
　を備え、
　前記存在位置生成ステップは、前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の特徴点の各々
を、順次、対象特徴点として選択し、存在位置データを生成し、
　前記合成位置生成ステップは、前記複数の姿勢について順次生成された前記複数の存在
位置データに基づいて、前記順次選択された対象特徴点について、合成位置データを生成
し、
　生成された前記複数の特徴点における前記複数の合成位置データに基づいて、前記身体
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における前記複数の特徴点の位置が前記複数の合成位置となる身体形状を示す身体形状デ
ータが形成される、
　方法、をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項１２】
　前記存在位置生成ステップは、前記複数の姿勢の各々について、前記複数の位置データ
に基づいて、前記二つの参照特徴点のうちの一方の第１参照特徴点を中心とし、前記第１
参照特徴点と前記対象特徴点との距離を半径とする第１球面と、前記二つの参照特徴点の
うちの他方の第２参照特徴点を中心とし、前記第２参照特徴点と前記対象特徴点との距離
を半径とする第２球面とが交わってできる円の円周上の位置を、前記対象特徴点の存在可
能な位置として算出するステップを含む、
　請求項１１に記載のプログラム。
【請求項１３】
　前記合成位置生成ステップは、前記複数の姿勢における前記複数の円に基づいて、前記
二つの参照特徴点を前記複数の姿勢について互いに重ねたとき、前記二つの参照特徴点を
結ぶ方向における前記複数の円の平均の位置に存在し、前記複数の円の半径の平均と同じ
半径を有する円である合成円において、当該合成円の円周上の位置であって、前記複数の
円の円周上における前記複数の対象特徴点の平均の位置を、前記対象特徴点の合成位置と
して算出するステップを含む、
　請求項１２に記載のプログラム。
【請求項１４】
　前記存在位置生成ステップは、
　　最初に、前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の位置データに基づいて、前記複数
の特徴点のうちの所定の二つの特徴点を前記二つの参照特徴点とし、前記二つの参照特徴
点の周囲に位置する一つの特徴点を対象特徴点としてそれぞれ選択して、当該対象特徴点
の存在位置データを生成するステップと、
　　その後、前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の位置データ及び前記存在位置デー
タに基づいて、前記複数の特徴点のうち、未だ前記参照特徴点及び前記対象特徴点として
選択されていない一つの特徴点を対象特徴点とし、既に前記参照特徴点及び／又は前記対
象特徴点として選択された特徴点のうちの二つの特徴点を前記二つの参照特徴点としてそ
れぞれ選択して、当該対象特徴点の存在位置データを生成するステップと、を含む、
　請求項１１乃至１３のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項１５】
　前記合成位置生成ステップは、前記対象特徴点の平均の位置を、前記複数の姿勢の各々
の重要度に応じた加重平均で算出するステップを含む、
　請求項１１乃至１４のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項１６】
　前記複数の姿勢は、互いに異なる複数の身体による実質的に同一な姿勢、並びに／又は
、同一身体による筋収縮時の姿勢及び筋弛緩時の姿勢を含む、
　請求項１１乃至１５のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項１７】
　前記身体の表面における複数の特徴点は、複数の骨特徴点を含む、
　請求項１１乃至１６のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項１８】
　前記複数の位置データは、前記身体における前記複数の特徴点にマーカを配置して行う
モーションキャプチャにより取得される、
　請求項１１乃至１７のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項１９】
　生成された前記複数の特徴点における前記複数の前記合成位置データに基づいて、前記
身体における前記複数の特徴点の位置が前記複数の合成位置となる身体形状を示す身体形
状データを形成する身体形状形成ステップを更に備える、
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　請求項１１乃至１８のいずれか一項に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、身体形状の変化に対応した衣服の設計を支援する装置、方法及びプログラム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スポーツで使用される衣服は着用者の運動し易さを考慮して設計される。その衣服の設
計の対象となる身体形状は、運動中の身体の姿勢により様々に変化する。そのため、静的
な立位の姿勢での身体形状に適するように衣服を設計すると、運動中の姿勢、すなわち動
的な姿勢の身体形状には適さない衣服を設計してしまうおそれがある。その結果、そのよ
うな衣服を着用して運動すると、姿勢によっては身体を動かし難くなる可能性がある。
【０００３】
　運動中の身体形状に適する衣服を設計する方法として、例えば、運動中の特定の姿勢を
とった場合を想定し、そのときの身体形状に適するように衣服を設計する方法や、特許文
献１に記載の方法が挙げられる。特許文献１には、身体形状を表す三次元のポリゴンデー
タを生成し、身体形状の時系列の動きを示す身体動作情報を用いてポリゴンデータの変位
を算出し、算出されたポリゴンデータの変位に基づいて、皮膚表面の伸縮や歪みの分布を
算出する方法が記載されている。それにより、皮膚表面の伸縮量の大きい箇所に伸縮度の
高い素材を配置し着心地の良い衣服を設計できる、と記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３８３１３４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　運動中の特定の姿勢での身体形状に適するように衣服を設計する方法では、作製された
衣服は、特定の姿勢には適しているが、他の姿勢には適しているとは必ずしも言えない。
そのため、その衣服は、他の姿勢では、身体を動かし難くするおそれがある。そこで、本
発明の発明者は、今回新たに、運動中の身体形状に適する衣服を設計する方法として、運
動中の複数の姿勢に対応した複数の身体形状を取得し、それらを一つに合成した身体形状
を形成して、その合成された身体形状に基づき衣服を設計する方法を考えた。
【０００６】
　ここで、特許文献１の方法では、身体形状の時系列動きによる皮膚表面の伸縮や歪みを
把握できるので、運動中の複数の姿勢の各々における身体形状を形成できるかもしれない
。しかし、その場合でも、この方法は、それら複数の姿勢に対応した複数の身体形状を一
つの身体形状に合成することは行っておらず、したがって、合成された身体形状に対応し
た衣服を設計できるとは言えない。
【０００７】
　本発明の目的は、運動中の様々な姿勢での身体形状に適する衣服の設計を支援すること
が可能な装置、方法及びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の装置は運動中の身体形状の変化に対応した衣服の設計を支援する装置であって
、運動中の身体の複数の姿勢の各々ごとに、前記身体の表面に設定された特徴点とその位
置とを関連付ける位置データを、身体の表面に設定された複数の特徴点について複数の位
置データとして取得する取得部と、前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の位置データ
に基づいて、前記複数の特徴点のうち、一つの特徴点を対象特徴点とし、前記対象特徴点
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以外の二つの特徴点を二つの参照特徴点とし、前記対象特徴点及び前記二つの参照特徴点
が互いに周囲に位置するようにそれぞれ選択し、前記対象特徴点及び前記二つの参照特徴
点の位置データに基づいて、前記対象特徴点が前記二つの参照特徴点に対して相対的に存
在可能な位置を算出して、前記対象特徴点と前記存在可能な位置とを関連付けた存在位置
データを生成する存在位置生成部と、前記複数の姿勢について生成された前記複数の存在
位置データに基づいて、前記対象特徴点の平均の位置を合成位置として算出して、前記対
象特徴点と前記合成位置とを関連付けた合成位置データを生成する合成位置生成部と、を
備え、前記存在位置生成部は、前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の特徴点の各々を
、順次、対象特徴点として選択し、存在位置データを生成し、前記合成位置生成部は、前
記複数の姿勢について順次生成された前記複数の存在位置データに基づいて、前記順次選
択された対象特徴点について、合成位置データを生成し、生成された前記複数の特徴点に
おける前記複数の合成位置データに基づいて、前記身体における前記複数の特徴点の位置
が前記複数の合成位置となる身体形状を示す身体形状データが形成される、装置である。
【０００９】
　本発明の方法は運動中の身体形状の変化に対応した衣服の設計を支援する方法であって
、運動中の身体の複数の姿勢の各々ごとに、前記身体の表面に設定された特徴点とその位
置とを関連付ける位置データを、身体の表面に設定された複数の特徴点について複数の位
置データとして取得する取得ステップと、前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の位置
データに基づいて、前記複数の特徴点のうち、一つの特徴点を対象特徴点とし、前記対象
特徴点以外の二つの特徴点を二つの参照特徴点とし、前記対象特徴点及び前記二つの参照
特徴点が互いに周囲に位置するようにそれぞれ選択し、前記対象特徴点及び前記二つの参
照特徴点の位置データに基づいて、前記対象特徴点が前記二つの参照特徴点に対して相対
的に存在可能な位置を算出して、前記対象特徴点と前記存在可能な位置とを関連付けた存
在位置データを生成する存在位置生成ステップと、前記複数の姿勢について生成された前
記複数の存在位置データに基づいて、前記対象特徴点の平均の位置を合成位置として算出
して、前記対象特徴点と前記合成位置とを関連付けた合成位置データを生成する合成位置
生成ステップと、を備え、前記存在位置生成ステップは、前記複数の姿勢の各々ごとに、
前記複数の特徴点の各々を、順次、対象特徴点として選択し、存在位置データを生成し、
前記合成位置生成ステップは、前記複数の姿勢について順次生成された前記複数の存在位
置データに基づいて、前記順次選択された対象特徴点について、合成位置データを生成し
、生成された前記複数の特徴点における前記複数の合成位置データに基づいて、前記身体
における前記複数の特徴点の位置が前記複数の合成位置となる身体形状を示す身体形状デ
ータが形成される、方法である。
【００１０】
　本発明のプログラムは運動中の身体形状の変化に対応した衣服の設計を支援する方法を
コンピュータに実行させるプログラムであって、運動中の身体の複数の姿勢の各々ごとに
、前記身体の表面に設定された特徴点とその位置とを関連付ける位置データを、身体の表
面に設定された複数の特徴点について複数の位置データとして取得する取得ステップと、
前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の位置データに基づいて、前記複数の特徴点のう
ち、一つの特徴点を対象特徴点とし、前記対象特徴点以外の二つの特徴点を二つの参照特
徴点とし、前記対象特徴点及び前記二つの参照特徴点が互いに周囲に位置するようにそれ
ぞれ選択し、前記対象特徴点及び前記二つの参照特徴点の位置データに基づいて、前記対
象特徴点が前記二つの参照特徴点に対して相対的に存在可能な位置を算出して、前記対象
特徴点と前記存在可能な位置とを関連付けた存在位置データを生成する存在位置生成ステ
ップと、前記複数の姿勢について生成された前複数の記存在位置データに基づいて、前記
対象特徴点の平均の位置を合成位置として算出して、前記対象特徴点と前記合成位置とを
関連付けた合成位置データを生成する合成位置生成ステップと、を備え、前記存在位置生
成ステップは、前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の特徴点の各々を、順次、対象特
徴点として選択し、存在位置データを生成し、前記合成位置生成ステップは、前記複数の
姿勢について順次生成された前記複数の存在位置データに基づいて、前記順次選択された
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対象特徴点について、合成位置データを生成し、生成された前記複数の特徴点における前
記複数の合成位置データに基づいて、前記身体における前記複数の特徴点の位置が前記複
数の合成位置となる身体形状を示す身体形状データが形成される、方法、をコンピュータ
に実行させるプログラムである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明により、運動中の様々な姿勢での身体形状に適する衣服の設計を支援することが
可能な装置、方法及びプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】運動中の複数の姿勢での複数の身体形状を一つの身体形状に合成する方法を示す
模式図である。
【図２】実施の形態に係る装置のハードウェアの構成例を示すブロック図である。
【図３】実施の形態に係る装置の機能の構成例を示すブロック図である。
【図４】実施の形態に係る装置の機能を説明する模式図である。
【図５】実施の形態に係る装置の機能を説明する模式図である。
【図６】実施の形態に係る装置の機能を説明する模式図である。
【図７】実施の形態に係る装置の機能を説明する模式図である。
【図８】実施の形態に係る装置の機能を説明する模式図である。
【図９】実施の形態に係る装置の機能を説明する模式図である。
【図１０】実施の形態に係る装置の動作（方法・プログラム）を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の開示は、具体的には以下の態様に関する。
【００１４】
　［態様１］
　運動中の身体形状の変化に対応した衣服の設計を支援する装置であって、運動中の身体
の複数の姿勢の各々ごとに、前記身体の表面に設定された特徴点とその位置とを関連付け
る位置データを、身体の表面に設定された複数の特徴点について複数の位置データとして
取得する取得部と、前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の位置データに基づいて、前
記複数の特徴点のうち、一つの特徴点を対象特徴点とし、前記対象特徴点以外の二つの特
徴点を二つの参照特徴点として、前記対象特徴点及び前記二つの参照特徴点が互いの周囲
に位置するようにそれぞれ選択し、前記対象特徴点及び前記二つの参照特徴点の位置デー
タに基づいて、前記対象特徴点が前記二つの参照特徴点に対して相対的に存在可能な位置
を算出して、前記対象特徴点と前記存在可能な位置とを関連付けた存在位置データを生成
する存在位置生成部と、前記複数の姿勢について生成された前記複数の存在位置データに
基づいて、前記対象特徴点の平均の位置を合成位置として算出して、前記対象特徴点と前
記合成位置とを関連付けた合成位置データを生成する合成位置生成部と、を備え、前記存
在位置生成部は、前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の特徴点の各々を、順次、対象
特徴点として選択し、存在位置データを生成し、前記合成位置生成部は、前記複数の姿勢
について順次生成された前記複数の存在位置データに基づいて、前記順次選択された対象
特徴点について、合成位置データを生成し、生成された前記複数の特徴点における前記複
数の合成位置データに基づいて、前記身体における前記複数の特徴点の位置が前記複数の
合成位置となる身体形状を示す身体形状データが形成される、装置。
【００１５】
　本態様１に記載の装置は、運動中に生じ得る複数の姿勢の各々ごとに、身体における複
数の特徴点とそれらに対応する複数の位置とを関連付けた複数の位置データを取得し、全
姿勢分の複数の位置データを合成し、全姿勢に共通の複数の合成位置データを生成する。
この全姿勢に共通の複数の合成位置データにより、全姿勢の身体形状を合成した身体形状
を形成することができる。そして、この全姿勢の身体形状を合成した身体形状に基づいて
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、衣服を設計することで、運動中の様々な姿勢の身体形状のいずれに対しても適し、運動
し易い衣服を設計することが可能となる。
【００１６】
　［態様２］
　前記存在位置生成部は、前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の位置データに基づい
て、前記二つの参照特徴点のうちの一方の第１参照特徴点を中心とし、前記第１参照特徴
点と前記対象特徴点との距離を半径とする第１球面と、前記二つの参照特徴点のうちの他
方の第２参照特徴点を中心とし、前記第２参照特徴点と前記対象特徴点との距離を半径と
する第２球面とが交わってできる円の円周上の位置を、前記対象特徴点の存在可能な位置
として算出する、態様１に記載の装置。
　本態様２に記載の装置は、運動中に生じ得る複数の姿勢の各々ごとに、対象特徴点と参
照特徴点との距離は概ね変わらないとして、第１球面と第２球面とが交わってできる円の
円周上の位置を、対象特徴点の移動可能な、したがって存在可能な位置として推定する。
それゆえ、対象特徴点の存在し得る範囲を比較的簡単な方法で比較的精度よく推定するこ
とができる。それにより、全姿勢に共通の複数の合成位置データを容易に生成することが
できる。
【００１７】
　［態様３］
　前記合成位置生成部は、前記複数の姿勢における前記複数の円に基づいて、前記二つの
参照特徴点を前記複数の姿勢について互いに重ねたとき、前記二つの参照特徴点を結ぶ方
向における前記複数の円の平均の位置に存在し、前記複数の円の半径の平均と同じ半径を
有する円である合成円において、当該合成円の円周上の位置であって、前記複数の円の円
周上における前記複数の対象特徴点の平均の位置を、前記対象特徴点の合成位置として算
出する、態様２に記載の装置。
　本態様３に記載の装置は、複数の姿勢の各々における対象特徴点の存在可能な位置とし
て推定された円周上の位置を用いて、したがって全姿勢分の対象特徴点の存在可能な位置
を用いて、対象特徴点の合成位置を算出する。したがって、全姿勢に共通の複数の合成位
置データを的確に生成することができる。
【００１８】
　［態様４］
　前記存在位置生成部は、最初に、前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の位置データ
に基づいて、前記複数の特徴点のうちの所定の二つの特徴点を前記二つの参照特徴点とし
、前記二つの参照特徴点の周囲に位置する一つの特徴点を対象特徴点としてそれぞれ選択
して、当該対象特徴点の存在位置データを生成し、その後、前記複数の姿勢の各々ごとに
、前記複数の位置データ及び前記存在位置データに基づいて、前記複数の特徴点のうち、
未だ前記参照特徴点及び前記対象特徴点として選択されていない一つの特徴点を対象特徴
点とし、既に前記参照特徴点及び／又は前記対象特徴点として選択された特徴点のうちの
二つの特徴点を前記二つの参照特徴点としてそれぞれ選択して、当該対象特徴点の存在位
置データを生成する、態様１乃至３のいずれか一項に記載の装置。
　本態様４に記載の装置は、運動中に生じ得る複数の姿勢の各々ごとに、最初に、所定の
二つの特徴点を二つの参照特徴点として、存在位置データ、延いては合成位置データを生
成する処理を開始している。そのため、例えば、所定の二つの特徴点として複数の特徴点
のうちの身体の中心付近のものを用いるなど、複数の特徴点の分布や対称性等を考慮した
工夫により、存在位置データ、延いては合成位置データの精度をより高めることができる
。それにより、全姿勢に共通の複数の合成位置データを精度よく生成することができる。
【００１９】
　［態様５］
　前記合成位置生成部は、前記対象特徴点の平均の位置を、前記複数の姿勢の各々の重要
度に応じた加重平均で算出する、態様１乃至４のいずれか一項に記載の装置。
　本態様５に記載の装置は、対象特徴点の平均の位置を、複数の姿勢の各々の重要度に応
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じた加重平均で算出する。すなわち、対象特徴点の平均の位置が重要度の高い姿勢での位
置に近くなるように、対象特徴点の平均の位置を算出する。それにより、複数の合成位置
データで定まる身体形状を、重要度の高い姿勢に近づけることができ、対象となる運動に
より適した身体形状を生成することができる。
【００２０】
　［態様６］
　前記身体の表面における複数の特徴点は、複数の骨特徴点を含む、態様１乃至５のいず
れか一項に記載の装置。
　本態様６に記載の装置は、身体の表面における複数の特徴点が、複数の骨特徴点を含む
ので、複数の特徴点から対象特徴点と二つの参照特徴点とを選択したとき、各姿勢におけ
る身体形状の変化を適切に把握することができる。それゆえ、対象特徴点の存在し得る範
囲を精度よく推定することができる。それにより、全姿勢に共通の複数の合成位置データ
を容易に生成することができる。
【００２１】
　［態様７］
　前記複数の姿勢は、互いに異なる複数の身体による実質的に同一な姿勢、並びに／又は
、同一身体による筋収縮時の姿勢及び筋弛緩時の姿勢を含む、態様１乃至６のいずれか一
項に記載の装置。
　本態様７に記載の装置は、互いに異なる複数の身体による実質的に同一な姿勢や、同一
身体による筋収縮時の姿勢及び筋弛緩時の姿勢を含むので、運動中の様々な姿勢の身体形
状を、より汎用性が高くなるように形成することができる。それにより、汎用性が高く、
より運動し易い衣服を設計することが可能となる。
【００２２】
　［態様８］
　前記複数の位置データは、前記身体における前記複数の特徴点にマーカを配置して行う
モーションキャプチャにより取得される、態様１乃至７のいずれか一項に記載の装置。
　本態様８に記載の装置は、複数の位置データを、身体の複数の特徴点にマーカを配置し
て行うモーションキャプチャにより取得できるので、動的な身体形状をより正確に取得す
ることができる。それにより、より的確に、全姿勢に共通の複数の合成位置データを生成
することができる。
【００２３】
　［態様９］
　生成された前記複数の特徴点における前記複数の合成位置データに基づいて、前記身体
における前記複数の特徴点の位置が前記複数の合成位置となる身体形状を示す身体形状デ
ータを形成する身体形状形成部を更に備える、態様１乃至８のいずれか一項に記載の装置
。
　本態様９に記載の装置は、全姿勢に共通の複数の合成位置データに基づいた身体形状を
示す身体形状データを形成することができる。それにより、その身体形状を用いて対象と
して衣服を設計することで、運動中の様々な姿勢の身体形状のいずれに対しても適し、運
動し易い衣服を設計することが可能となる。
【００２４】
　［態様１０］
　運動中の身体形状の変化に対応した衣服の設計を支援する方法であって、運動中の身体
の複数の姿勢の各々ごとに、前記身体の表面に設定された特徴点とその位置とを関連付け
る位置データを、身体の表面に設定された複数の特徴点について複数の位置データとして
取得する取得ステップと、前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の位置データに基づい
て、前記複数の特徴点のうち、一つの特徴点を対象特徴点とし、前記対象特徴点以外の二
つの特徴点を二つの参照特徴点として、前記対象特徴点及び前記二つの参照特徴点が互い
に周囲に位置するようにそれぞれ選択し、前記対象特徴点及び前記二つの参照特徴点の位
置データに基づいて、前記対象特徴点が前記二つの参照特徴点に対して相対的に存在可能
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な位置を算出して、前記対象特徴点と前記存在可能な位置とを関連付けた存在位置データ
を生成する存在位置生成ステップと、前記複数の姿勢について生成された前記複数の存在
位置データに基づいて、前記対象特徴点の平均の位置を合成位置として算出して、前記対
象特徴点と前記合成位置とを関連付けた合成位置データを生成する合成位置生成ステップ
と、を備え、前記存在位置生成ステップは、前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の特
徴点の各々を、順次、対象特徴点として選択し、存在位置データを生成し、前記合成位置
生成ステップは、前記複数の姿勢について順次生成された前記複数の存在位置データに基
づいて、前記順次選択された対象特徴点について、合成位置データを生成し、生成された
前記複数の特徴点における前記複数の合成位置データに基づいて、前記身体における前記
複数の特徴点の位置が前記複数の合成位置となる身体形状を示す身体形状データが形成さ
れる、方法。
　本態様１０に記載の方法は、態様１に記載の装置の動作で実現される方法と同様の方法
であるため、態様１の場合と同様の効果を奏することができる。
【００２５】
　［態様１１］
　運動中の身体形状の変化に対応した衣服の設計を支援する方法をコンピュータに実行さ
せるプログラムであって、運動中の身体の複数の姿勢の各々ごとに、前記身体の表面に設
定された特徴点とその位置とを関連付ける位置データを、身体の表面に設定された複数の
特徴点について複数の位置データとして取得する取得ステップと、前記複数の姿勢の各々
ごとに、前記複数の位置データに基づいて、前記複数の特徴点のうち、一つの特徴点を対
象特徴点とし、前記対象特徴点以外の二つの特徴点を二つの参照特徴点として、前記対象
特徴点及び前記二つの参照特徴点が互いに周囲に位置するようにそれぞれ選択し、前記対
象特徴点及び前記二つの参照特徴点の位置データに基づいて、前記対象特徴点が前記二つ
の参照特徴点に対して相対的に存在可能な位置を算出して、前記対象特徴点と前記存在可
能な位置とを関連付けた存在位置データを生成する存在位置生成ステップと、前記複数の
姿勢について生成された前複数の記存在位置データに基づいて、前記対象特徴点の平均の
位置を合成位置として算出して、前記対象特徴点と前記合成位置とを関連付けた合成位置
データを生成する合成位置生成ステップと、を備え、前記存在位置生成ステップは、前記
複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の特徴点の各々を、順次、対象特徴点として選択し、
存在位置データを生成し、前記合成位置生成ステップは、前記複数の姿勢について順次生
成された前記複数の存在位置データに基づいて、前記順次選択された対象特徴点について
、合成位置データを生成し、生成された前記複数の特徴点における前記複数の合成位置デ
ータに基づいて、前記身体における前記複数の特徴点の位置が前記複数の合成位置となる
身体形状を示す身体形状データが形成される、方法、をコンピュータに実行させるプログ
ラム。
　本態様１１に記載のプログラムは、態様１に記載の装置の動作で実現される方法と同様
の方法を実行するため、態様１の場合と同様の効果を奏することができる。
【００２６】
　［態様１２］
　前記存在位置生成ステップは、前記複数の姿勢の各々について、前記複数の位置データ
に基づいて、前記二つの参照特徴点のうちの一方の第１参照特徴点を中心とし、前記第１
参照特徴点と前記対象特徴点との距離を半径とする第１球面と、前記二つの参照特徴点の
うちの他方の第２参照特徴点を中心とし、前記第２参照特徴点と前記対象特徴点との距離
を半径とする第２球面とが交わってできる円の円周上の位置を、前記対象特徴点の存在可
能な位置として算出するステップを含む、態様１１に記載のプログラム。
　［態様１３］
　前記合成位置生成ステップは、前記複数の姿勢における前記複数の円に基づいて、前記
二つの参照特徴点を前記複数の姿勢について互いに重ねたとき、前記二つの参照特徴点を
結ぶ方向における前記複数の円の平均の位置に存在し、前記複数の円の半径の平均と同じ
半径を有する円である合成円において、当該合成円の円周上の位置であって、前記複数の
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円の円周上における前記複数の対象特徴点の平均の位置を、前記対象特徴点の合成位置と
して算出するステップを含む、態様１２に記載のプログラム。
　［態様１４］
　前記存在位置生成ステップは、最初に、前記複数の姿勢の各々ごとに、前記複数の位置
データに基づいて、前記複数の特徴点のうちの所定の二つの特徴点を前記二つの参照特徴
点とし、前記二つの参照特徴点の周囲に位置する一つの特徴点を対象特徴点としてそれぞ
れ選択して、当該対象特徴点の存在位置データを生成するステップと、その後、前記複数
の姿勢の各々ごとに、前記複数の位置データ及び前記存在位置データに基づいて、前記複
数の特徴点のうち、未だ前記参照点特徴点及び前記対象特徴点として選択されていない一
つの特徴点を対象特徴点とし、既に前記参照点特徴点及び／又は前記対象特徴点として選
択された特徴点のうちの二つの特徴点を前記二つの参照特徴点としてそれぞれ選択して、
当該対象特徴点の存在位置データを生成するステップと、を含む、態様１１乃至１３のい
ずれか一項に記載のプログラム。
　［態様１５］
　前記合成位置生成ステップは、前記対象特徴点の平均の位置を、前記複数の姿勢の各々
の重要度に応じた加重平均で算出するステップを含む、態様１１乃至１４のいずれか一項
に記載のプログラム。
　［態様１６］
　前記複数の姿勢は、互いに異なる複数の身体による実質的に同一な姿勢、並びに／又は
、同一身体による筋収縮時の姿勢及び筋弛緩時の姿勢を含む、態様１１乃至１５のいずれ
か一項に記載のプログラム。
　［態様１７］
　前記身体の表面における複数の特徴点は、複数の骨特徴点を含む、態様１１乃至１６の
いずれか一項に記載のプログラム。
　［態様１８］
　前記複数の位置データは、前記身体における前記複数の特徴点にマーカを配置して行う
モーションキャプチャにより取得される、態様１１乃至１７のいずれか一項に記載のプロ
グラム。
　［態様１９］
　生成された前記複数の特徴点における前記複数の前記合成位置データに基づいて、前記
身体における前記複数の特徴点の位置が前記複数の合成位置となる身体形状を示す身体形
状データを形成する身体形状形成ステップを更に備える、態様１１乃至１８のいずれか一
項に記載のプログラム。
【００２７】
　本態様１２乃至１９に記載のプログラムは、それぞれ態様２乃至９に記載の装置の動作
で実現される方法と同様の方法を実行するプログラムであるため、態様２乃至９の場合と
同様の効果を奏することができる。
【００２８】
　以下、実施の形態に係る、運動中の様々な姿勢での身体形状に適する衣服の設計を支援
する装置、方法及びプログラム、すなわち運動中の身体形状の変化に対応した衣服の設計
を支援する装置、方法及びプログラムについて、図面を参照して説明する。ただし、本発
明は、下記の実施の形態に制限されることはなく、本発明の目的、趣旨を逸脱しない範囲
内において、適宜組み合わせや代替、変更等が可能である。
【００２９】
　図１は実施の形態に係る、運動中の複数の姿勢の複数の身体形状を一つの身体形状に合
成する方法を示す模式図である。この図の例では、ラグビーにおけるスクラムの姿勢Ａの
身体形状と立位の姿勢Ｂの身体形状とを合成して、一つの合成された身体形状を形成して
いる。
【００３０】
　実施の形態に係る装置１の構成例につて説明する。
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　図２は、実施の形態に係る装置１のハードウェアの構成例を示すブロック図である。装
置１は、コンピュータに例示される情報処理機能を有する装置である。装置１は、運動中
の複数の姿勢での複数の身体形状を一つの身体形状に合成する。すなわち、装置１は、運
動中の複数の姿勢での複数の身体形状を示すデータに基づいて、複数の身体形状が合成さ
れた一つの身体形状を示すデータを生成する。装置１としては、例えばスーパーコンピュ
ータ、パーソナルコンピュータ、スマートフォン、携帯電話、タブレット型端末、ＰＤＡ
（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、カーナビゲーション装置
、情報処理機能を有する自動車やディスプレイやテレビジョンのようなコンピュータ又は
コンピュータを搭載した電子装置が挙げられる。本実施の形態では、パーソナルコンピュ
ータである。
【００３１】
　本実施の形態では、装置１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎ
ｉｔ）１１と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３と、記憶装置１４と、入力部１５と、出力部１
６と、表示部１７と、送受信部１８と、メディアドライブ１９とを備えている。ＣＰＵ１
１は、装置１にインストールされたコンピュータプログラム、例えばＲＯＭ１２に記憶さ
れた、又は、記憶装置１４に記憶されＲＡＭ１３にロードされたコンピュータプログラム
を実行し、各種の機能を実現する。ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３及び記憶装置１４は、ＣＰＵ
１１が利用するデータ及び生成したデータを不揮発的に又は揮発的に記憶する。メディア
ドライブ１９は、コンピュータプログラムや各種のデータが記憶された記憶媒体から、そ
れらのコンピュータプログラムや各種のデータを装置１にインストールするときに用いら
れる。送受信部１８は、有線又は無線により、通信回線網（図示されず）を介して、又は
、介さずに接続された他のコンピュータやデータベース（例示：クラウドストレージ）の
ような外部機器からコンピュータプログラムや各種のデータを装置１にダウンロード／イ
ンストールするとき、あるいは、装置１で生成された各種のデータを上記の外部機器にア
ップロードするときに用いられる。入力部１５は、ユーザ操作により生成されるデータを
ＣＰＵ１１に出力する。出力部１６は、ＣＰＵ１１により生成されたデータをユーザ認識
可能に出力する。表示部１７は、ＣＰＵ１１により生成されたデータをユーザ視認可能に
出力する。ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３及び記憶装置１４の全部または一部はＣＰＵ１１と一
体であってもよい。
【００３２】
　記憶装置１４としては、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｃ　Ｄｒｉｖｅ）やＳＳＤ
（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）が挙げられる。メディアドライブ１９としては
、例えば、リムーバルな記憶媒体であるＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）、ＤＶＤ（Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク
などのドライブであるＣＤドライブ、ＤＶＤドライブ、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディ
スクドライブが挙げられる。入力部１５としては、例えばキーボード、マウス、タッチパ
ネル、音声認識装置が挙げられる。出力部１６としては、例えばプリンタ、音声出力装置
が挙げられる。表示部１７としては、例えばディスプレイ、スクリーンが挙げられる。送
受信部１８が接続する通信回線網としては、例えばインターネット（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ）
、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）が挙げられ、無線の接続としては、例えば無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）が挙げられる。
【００３３】
　図３は、実施の形態に係る装置１の機能の構成例を示すブロック図である。装置１にコ
ンピュータプログラム（ソフトウェア）がインストールされ、そのコンピュータプログラ
ムと装置１のハードウェア（図２）とが協働することで、運動中の身体形状の変化に対応
した衣服の設計を支援するための複数の機能（図３）が実現される。装置１は、（アプリ
ケーションサービスプロバイダ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖｉ
ｄｅｒ，ＡＳＰ）型の方法やシンクライアント（Ｔｈｉｎ　ｃｌｉｅｎｔ）型の方法で実
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現されてもよい。装置１は、その複数の機能として、取得部２１と、存在位置生成部２２
と、合成位置生成部２３と、を備えており、本実施の形態では、更に、身体形状形成部２
４と、衣服設計部２５と、記憶部２６と、を備えている。
【００３４】
　取得部２１は、運動中の身体の複数の姿勢の各々ごとに、身体の表面に設定された特徴
点とその位置とを関連付ける位置データを、身体の表面に設定された複数の特徴点につい
て複数の位置データとして取得する。
【００３５】
　ここで、運動とは、ラグビー、ゴルフ、テニス、ジョギングのようなスポーツ（遊戯・
競争・肉体的鍛錬の要素を含む身体運動）を含み、歩くことや段差を昇降することのよう
な一般的な身体の動きを含んでもよい。本実施の形態では、ラグビーを運動の例として説
明する。また、運動中の身体の姿勢とは、運動中の身体の構えであり、具体的には運動中
の身体形状である。運動がラグビーの場合、その姿勢は、例えばスクラム、立位、左パス
／右パス、右キャッチ／左キャッチ、キック、ラインアウト、タックル、スローインが挙
げられる。本実施の形態では、スクラム（姿勢Ａ）及び、立位（姿勢Ｂ）である。
【００３６】
　特徴点とは、身体の表面に位置し、人に依らずに特定し得る点状の部分であって、その
点状の部分が複数、集まることで身体形状を表現し得る部分である。本実施の形態では、
骨特徴点（身体の表面から骨の特定の位置が把握できる部分）や、関節の中心や、筋肉の
収縮・弛緩、軟組織の動揺などの影響を受ける部分である。本実施の形態では、骨特徴点
としては、仙骨、第７頸椎、胸骨、肩峰、上腕骨外上顆、上腕骨内上顆、尺骨茎状突起、
橈骨茎状突起、上前腸骨棘、大転子、大腿骨外顆、大腿骨内顆、腓骨外踝、脛骨内踝、が
挙げられる。関節の中心としては、肩関節中心、股関節中心、肘関節中心、膝関節中心、
手関節中心、足関節中心が挙げられる。ただし、肩関節中心及び股関節中心は公知の推定
方法で求められる位置（後述）である。肘関節中心は、上腕骨外上顆と上腕骨内上顆との
中点である。膝関節中心は、大腿骨外顆と大腿骨内顆との中点である。足関節中心は、腓
骨外踝と脛骨内踝との中点である。手関節中心は、尺骨茎状突起と橈骨茎状突起との中点
である。筋肉の収縮・弛緩、軟組織の動揺などの影響を受ける部分としては、上腕部、前
腕部、大腿部、下腿部、体幹下部、体幹中部、及び体幹上部、が挙げられる。本実施の形
態では、それらは、それぞれの長手方向中央部及びその周辺部にマトリクス状に配置され
たマーカの位置とするので、以下では、上腕マーカ、前腕マーカ、大腿マーカ、下腿マー
カ、体幹下部マーカ、体幹中部マーカ、及び体幹上部マーカと称する。これら各マーカは
各部分に単数個又は複数個、配置されている。なお、体幹下部マーカ、体幹中部マーカ、
及び体幹上部マーカは、仙骨から第７頸椎の距離を１００％として、それぞれ０～３０％
の体幹下部の範囲、３０～６０％の体幹中部の範囲、及び６０～１００％の体幹上部の範
囲に配置される。
【００３７】
　特徴点の位置とは、特徴点の身体の表面の位置であり、例えば、空間に固定されたグロ
ーバル座標系の座標で表現することができる。本実施の形態では、例えば、空間に固定さ
れたグローバル座標系を（ｘ、ｙ、ｚ）座標系としたとき、スクラム（姿勢Ａ）について
、仙骨の位置として（ｘＡ１、ｙＡ１、ｚＡ１）、第７頸椎の位置として（ｘＡ２、ｙＡ
２、ｚＡ２）、…のように表現することができ、立位（姿勢Ｂ）について、仙骨の位置と
して（ｘＢ１、ｙＢ１、ｚＢ１）、第７頸椎の位置として（ｘＢ２、ｙＢ２、ｚＢ２）、
…のように表現することができる。ただし、座標系の取り方は上記の例に限定されず、他
の座標系を用いることができる。また、必要に応じて局所座標系（仙骨基準、肩関節中心
基準など）を用いることができ、局所座標系とグローバル座標系とは相互に変換可能であ
る。したがって、例えば姿勢Ａの脊椎の位置が姿勢Ｂの脊椎の位置に重なるように、姿勢
Ａの特徴点の位置（座標）を変換してもよい。
【００３８】
　位置データは、特徴点とその位置とを一対一に関連付けたデータであり、運動中の姿勢
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ごと、かつ、特徴点ごとに取得される。姿勢ごとの、複数の特徴点での複数の位置データ
により、身体形状を表現することができる。本実施の形態では、一つの位置データとして
は、例えば、仙骨：（ｘＡ１、ｙＡ１、ｚＡ１）、のように表現することができる。姿勢
ごとの、複数の特徴点での複数の位置データとしては、例えば、スクラム（姿勢Ａ）に対
して、仙骨：（ｘＡ１、ｙＡ１、ｚＡ１）、第７頸椎：（ｘＡ２、ｙＡ２、ｚＡ２）、…
のように表現することができ、立位（姿勢Ｂ）に対して、仙骨：（ｘＢ１、ｙＢ１、ｚＢ
１）、第７頸椎：（ｘＢ２、ｙＢ２、ｚＢ２）、…のように表現することができる。
【００３９】
　これらの運動中の姿勢ごとの、複数の特徴点での複数の位置データは、事前に取得され
ている。ただし、位置データの取得の方法としては特に制限はない。例えば、公知の光学
式、磁気式、機械式などのモーションキャプチャの方法や、運動体の３次元動画を解析す
る方法などにより取得することができる。光学式のモーションキャプチャは、身体の表面
の複数の特徴点の各々にマーカを配置し、身体の運動に伴う複数のマーカの位置の移動を
複数台のカメラで取得する方法である。それにより、運動中の姿勢ごとに、複数の特徴点
での複数の位置を示す複数の位置データを取得することができる。モーションキャプチャ
により取得されたグローバル座標系における姿勢ごとの複数の位置データは、モーション
キャプチャ用の情報処理装置の記憶装置、あるいは他の情報処理装置の記憶装置、又はそ
れらの情報処理装置のメディアドライブ内の記憶媒体に記憶される。取得部２１は、その
モーションキャプチャ用の情報処理装置などの記憶装置から送受信部１８を介して、又は
記憶媒体からメディアドライブ１９を介して記憶部２６に位置データを格納する。なお、
モーションキャプチャにより取得されたグローバル座標系における姿勢ごとの複数の位置
データは、直接、装置１（の記憶部２６）に記憶されてもよい。
【００４０】
　記憶部２６は、ＣＰＵ１１内の記憶領域や、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３、記憶装置１４、
及びメディアドライブ１９の記憶領域を利用し、少なくとも、身体の表面に設定された特
徴点を示す特徴点データと、複数の姿勢の各々における複数の位置データとを記憶する。
必要に応じて、取得部２１、存在位置生成部２２、合成位置生成部２３、身体形状形成部
２４、及び衣服設計部２５の機能に必要なデータや機能により生成されたデータを記憶す
る。本実施の形態では、特徴点データ３１と、取得部２１で取得された姿勢Ａ位置データ
３２及び姿勢Ｂ位置データ３３とを記憶している。ただし、特徴点データ３１は、例えば
、仙骨、第７頸椎、胸骨、…のような複数の特徴点を含む。姿勢Ａ位置データ３２は、ス
クラム（姿勢Ａ）での仙骨：（ｘＡ１、ｙＡ１、ｚＡ１）、第７頸椎：（ｘＡ２、ｙＡ２
、ｚＡ２）、…のようなスクラム（姿勢Ａ）における複数の特徴点での複数の位置データ
を含む。姿勢Ｂ位置データ３３は、立位（姿勢Ｂ）での仙骨：（ｘＢ１、ｙＢ１、ｚＢ１
）、第７頸椎：（ｘＢ２、ｙＢ２、ｚＢ２）、…のような立位（姿勢Ｂ）における複数の
特徴点での複数の位置データを含む。
【００４１】
　存在位置生成部２２は、複数の姿勢の各々ごとに、複数の位置データに基づいて、複数
の特徴点のうち、一つの特徴点を対象特徴点とし、対象特徴点の周囲の二つの特徴点を二
つの参照特徴点としてそれぞれ選択する。あるいは、複数の特徴点のうち、二つの特徴点
を二つの参照特徴点とし、二つの参照特徴点の周囲の一つの特徴点を対象特徴点としてそ
れぞれ選択する。また、そして、存在位置生成部２２は、対象特徴点が二つの参照特徴点
に対して相対的に存在可能な位置を算出して、対象特徴点ごとに、対象特徴点と存在可能
な位置とを関連付けた存在位置データを生成する。各姿勢における、対象特徴点ごとの存
在位置データは、対象特徴点と、対象特徴点の現在の位置（座標など）を含む存在可能な
位置（座標など）とを関連付けている。本実施の形態では、例えば、姿勢Ａ（スクラム）
において、胸骨の存在位置データは、胸骨と、胸骨の現在の位置を含む存在可能な位置と
、を関連付けており、例えば、姿勢Ｂ（立位）において、肩峰の存在位置データは、肩峰
と、肩峰の現在の位置を含む存在可能な位置と、を関連付けている。
【００４２】
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　ただし、対象特徴点及び二つの参照特徴点は互いに周囲に位置するようにそれぞれ選択
される。本実施の形態において、対象特徴点及び参照特徴点が互いに周囲に位置する、と
は、二つの参照特徴点の各々と対象特徴点との距離が姿勢に依らず一定であると仮定し得
る位置である。すなわち、姿勢に依らず、一方の参照特徴点と対象特徴点との距離が一定
であり、他方の参照特徴点と対象特徴点との距離が一定であると仮定し得る位置である。
一定と仮定し得るとは、二つの参照特徴点の各々と対象特徴点との間に、「関節」のよう
な特徴点間の相対的な位置関係を大きく変動させる部位が無いことをいう。対象特徴点と
参照特徴点との距離が、姿勢で大きく変わる場合、存在可能な位置の計算精度が低下する
おそれがあるためである。
【００４３】
　また、本実施の形態では、計算精度の観点から、ある特徴点を対象特徴点として選択し
たとき、その対象特徴点に対する二つの参照特徴点としては、姿勢に依らず、同一の二つ
の特徴点が選択される。ただし、姿勢ごとにその対象特徴点に対する最適な二つの特徴点
を選択して二つの参照特徴点としてもよい。
【００４４】
　なお、計算精度の観点から、最初に二つの参照特徴点として選択される二つの特徴点（
所定の二つの特徴点）としては、対象とする姿勢に依らず互いの相対的な位置関係が大き
く変わらない、ほぼ同じ位置となる二つの特徴点を選択することが好ましい。本実施の形
態では、最初の二つの参照特徴点（所定の二つの特徴点）は、ラグビーのスクラム(姿勢
Ａ）及び立位（姿勢Ｂ）に依らず互いの相対的な位置関係が大きく変わらない、ほぼ同じ
位置となる仙骨及び第７頸椎である。また、同様に計算精度の観点から、その後に、対象
特徴点として選択される一つの特徴点としては、未だ参照点特徴点及び対象特徴点として
選択されていない一つの特徴点を選択することが好ましく、二つの参照特徴点として選択
される二つの特徴点としては、既に参照点特徴点及び／又は対象特徴点として選択された
特徴点のうちの二つの特徴点を選択することが好ましい。
【００４５】
　本実施の形態では、存在位置生成部２２は具体的には以下のように機能する。図４～図
７は、実施の形態に係る装置の機能、特に存在位置生成部２２の機能を説明する模式図で
ある。ただし、図４～図７において、（ａ）はスクラム（姿勢Ａ）での身体形状Ｂａ及び
特徴点の一部、すなわち上腕部（上腕マーカ）の特徴点Ｐ、肩関節中心の特徴点Ｑ、肘関
節中心の特徴点Ｒをそれぞれ模式的に示している。一方、図４～図７において、（ｂ）は
立位（姿勢Ｂ）での身体形状Ｂｂ及び特徴点の一部、すなわち上腕部の特徴点Ｐ’、肩関
節中心の特徴点Ｑ’、肘関節中心の特徴点Ｒ’をそれぞれ模式的に示している。
【００４６】
　存在位置生成部２２は、スクラム（姿勢Ａ）の存在位置データを生成する。
　まず、存在位置生成部２２は、図４（ａ）に示すように、スクラム（姿勢Ａ）において
、一つの特徴点Ｐを対象特徴点Ｐとし、対象特徴点Ｐの周囲の二つの特徴点Ｑ、Ｒを二つ
の参照特徴点Ｑ、Ｒとしてそれぞれ選択する。あるいは、二つの特徴点Ｑ、Ｒを二つの参
照特徴点Ｑ、Ｒとし、二つの参照特徴点Ｑ、Ｒの周囲の一つの特徴点Ｐを対象特徴点Ｐと
してそれぞれ選択する。
【００４７】
　次いで、存在位置生成部２２は、スクラム（姿勢Ａ）において、二つの参照特徴点Ｑ、
Ｒ及び対象特徴点Ｐの位置データに基づいて、対象特徴点Ｐが二つの参照特徴点Ｑ、Ｒに
対して相対的に存在可能な位置を算出する。すなわち、存在位置生成部２２は、まず、図
５（ａ）に示すように、複数の位置データに基づき、二つの参照特徴点Ｑ、Ｒのうちの一
方の第１参照特徴点Ｑを中心とし、第１参照特徴点Ｑと対象特徴点Ｐとの距離ＰＱを半径
とする第１球面ＳＡ１を算出する。同様に、存在位置生成部２２は、複数の位置データに
基づき、二つの参照特徴点Ｑ、Ｒのうちの他方の第２参照特徴点Ｒを中心とし、第２参照
特徴点Ｒと対象特徴点Ｐとの距離ＰＲを半径とする第２球面ＳＡ２を算出する。そして、
存在位置生成部２２は、図６（ａ）に示すように、第１球面ＳＡ１と第２球面ＳＡ２とが
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交わってできる円ｓの円周を、対象特徴点Ｐの存在可能な位置として算出する。それによ
り、存在位置生成部２２は、対象特徴点Ｐと存在可能な位置（円ｓの円周）とを関連付け
た存在位置データを生成する。ただし、円ｓは、半径が極めて小さく、実質的に点である
場合を含む。この姿勢での、対象特徴点Ｐの存在位置データは、記憶部２６に記憶される
。ただし、存在可能な位置としての円の円周は、円周を特定できるものであれば特に制限
はなく、例えば、座標系の円周の式で表現してもよいし、円周上の点の座標の集合で表現
してもよい。
【００４８】
　存在位置生成部２２は、スクラム（姿勢Ａ）に続いて、スクラム（姿勢Ａ）の場合〈図
４（ａ）～図７（ａ））と同様にして、立位（姿勢Ｂ）の存在位置データを生成する。
　図７（ｂ）に示すように、まず、立位（姿勢Ｂ）において、一つの特徴点Ｐ’を対象特
徴点Ｐ’とし、対象特徴点Ｐ’の周囲の二つの特徴点Ｑ’、Ｒ’を二つの参照特徴点Ｑ’
、Ｒ’としてそれぞれ選択する。あるいは、二つの特徴点Ｑ’、Ｒ’を二つの参照特徴点
Ｑ’、Ｒ’とし、二つの参照特徴点Ｑ’、Ｒ’の周囲の一つの特徴点Ｐ’を対象特徴点Ｐ
’としてそれぞれ選択する。次に、存在位置生成部２２は、複数の位置データに基づき、
二つの参照特徴点Ｑ’、Ｒ’のうちの一方の第１参照特徴点Ｑ’を中心とし、第１参照特
徴点Ｑ’と対象特徴点Ｐ’との距離Ｐ’Ｑ’を半径とする第１球面ＳＡ１’を算出する。
同様に、存在位置生成部２２は、複数の位置データに基づき、二つの参照特徴点Ｑ’、Ｒ
’のうちの他方の第２参照特徴点Ｒ’を中心とし、第２参照特徴点Ｒ’と対象特徴点Ｐ’
との距離Ｐ’Ｒ’を半径とする第２球面ＳＡ２’を算出する。そして、存在位置生成部２
２は、第１球面ＳＡ１’と第２球面ＳＡ２’とが交わってできる円ｓ’の円周を、対象特
徴点Ｐ’の存在可能な位置として算出する。それにより、存在位置生成部２２は、対象特
徴点Ｐ’と存在可能な位置（円ｓ’の円周）とを関連付けた存在位置データを生成する。
対象特徴点Ｐ’の存在位置データは、記憶部２６に記憶される。
【００４９】
　合成位置生成部２３は、複数の姿勢について生成された複数の存在位置データに基づい
て、対象特徴点の平均の位置を合成位置として算出する。そして、合成位置生成部２３は
、対象特徴点と合成位置とを関連付けた合成位置データを生成する。合成位置データは、
対象特徴点と、複数の姿勢での対象特徴点の位置が合成された合成位置（座標など）とを
関連付けている。本実施の形態では、例えば、上腕マーカと、姿勢Ａ（スクラム）及び姿
勢Ｂ（立位）での上腕マーカの位置が合成された合成位置とを関連付けている。各姿勢で
の存在位置データを、対象特徴点ごとに複数の姿勢について平均する方法は特に制限はな
い。ただし、「平均の位置」とは、存在位置生成部２２により決定された特徴点Ｐ、Ｐ’
、Ｑ、Ｑ’、Ｒ、Ｒ’の位置及び円ｓ、ｓ’の円周を特定するパラメータの値の平均から
計算される位置であり、合成位置Ｐ”（後述）である。その各パラメータの値の平均から
計算する方法の一例は以下に示すとおりである。
【００５０】
　本実施の形態では、合成位置生成部２３は具体的には以下のように機能する。図８は、
実施の形態に係る装置の機能、特に合成位置生成部２３の機能を説明する模式図である。
ただし、特徴点Ｐ、Ｐ’、Ｑ、Ｑ’、Ｒ、Ｒ’円ｓ、ｓ’については、図４～図７の説明
のとおりである。
【００５１】
　合成位置生成部２３は、図８（ａ）に示すように、複数の姿勢、例えばスクラム（姿勢
Ａ）及び立位（姿勢Ｂ）について二つの参照特徴点Ｑ、Ｒと二つの参照特徴点Ｑ’、Ｒ’
とをそれぞれ互いに重ねる。ただし、線分ＱＲと線分Ｑ’Ｒ’との長さが相違する場合、
まず、両方の線分の長さの平均値を求める。次に、その平均値を基準として、各線分の長
さがその平均値の長さとなる倍率を算出する。そして、その倍率に基づいて、対象特徴点
や円の位置等を相似的に変更する。このとき、参照特徴点Ｑ、Ｑ’と参照特徴点Ｒ、Ｒ’
とを結ぶ直線ＣＬは、円ｓ、ｓ’の中心ｏ、ｏ’を通過する。ここで、仮にあらゆる姿勢
において二つの参照特徴点と対象特徴点との距離が一定であるならば、円ｓ、ｓ’は一致
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する。しかし、実際には、姿勢の変化に伴う身体形状の変化、例えば筋の膨隆や皮膚の伸
縮、慣性による変形などの影響により、円ｓ、ｓ’は互いに一致しなくなる。そこで、合
成位置生成部２３は、図８（ｂ）及び（ｃ）に示すように、まず、円ｓ、ｓ’の平均形状
の円である合成円ｓ”を求める。合成円ｓ”は、二つの参照特徴点Ｑ、Ｒ（又はＱ’、Ｒ
’）を結ぶ方向、すなわち直線ＣＬの方向における複数の円ｓ、ｓ’の位置の平均の位置
に存在し、複数の円ｓ、ｓ’の半径ｒ、ｒ’の平均の半径を有する円である。言い換える
と、合成円ｓ”は、中心ｏ”が直線ＣＬの方向において複数の円ｓ、ｓ’の中心ｏ、ｏ’
の中間の位置に存在し、半径ｒ”が複数の円ｓ、ｓ’の半径ｒ、ｒ’の平均と同じである
。次に、合成位置生成部２３は、図８（ｃ）に示すように、合成円ｓ”の円周上の位置で
あって、複数の円ｓ、ｓ’の円周上における複数の対象特徴点Ｐ、Ｐ’の平均の位置を、
対象特徴点Ｐ、Ｐ’の合成位置Ｐ”として算出する。言い換えると、合成円ｓ”上の位置
であって、直線ＣＬ方向から見て、中心ｏと対象特徴点Ｐとを結ぶ線分と、中心ｏ’と対
象特徴点Ｐ’とを結ぶ線分との成す角αの半分の角β（＝α／２）の位置が合成位置Ｐ”
として算出される。それにより、合成位置生成部２３は、対象特徴点と合成位置Ｐ”とを
関連付けた合成位置データを生成する。この対象特徴点での合成位置データ（座標など）
は、記憶部２６に記憶される。なお、直線ＣＬの方向から見て、円ｓ”上の任意の点ｔ”
（図示されず）と中心ｏ”とを結ぶ線分ｔ”ｏ”を基準として、線分ｔ”ｏ”と線分ｏＰ
とが成す角と、線分ｔ”ｏ”と線分ｏ’Ｐ’とが成す角の平均の角度の位置が、合成位置
Ｐ”として算出されてもよい。
【００５２】
　このように、存在位置生成部２２及び合成位置生成部２３の機能により、一つの対象特
徴点について、複数の姿勢での複数の位置データが合成されて、一つの合成位置データが
生成される。
【００５３】
　存在位置生成部２２は、図４～図７を参照して説明された方法により、複数の姿勢の各
々ごとに、複数の特徴点の各々を、順次、対象特徴点として選択し、存在位置データを生
成する。そして、合成位置生成部２３は、図８を参照して説明された方法により、複数の
姿勢について順次生成された複数の存在位置データに基づいて、順次選択された対象特徴
点について、合成位置データを生成する。それにより、複数の特徴点に対して、複数の合
成位置データが生成される。複数の特徴点での複数の合成位置データは、複数の姿勢での
身体形状が合成され一つの合成身体形状を表現しているということができる。複数の合成
位置データは記憶部２６に記憶される。
【００５４】
　本実施の形態では、本実施の形態で選択した複数の姿勢、すなわちスクラム（姿勢Ａ）
及び立位（姿勢Ｂ）の身体形状は、いずれも脊柱が極度に変形したような状態ではないた
め、仙骨と第7頸椎の相対的な位置関係は大きく変わらない。そこで、本実施の形態では
、存在位置生成部２２は、まずスクラム（姿勢Ａ）及び立位（姿勢Ｂ）での仙骨及び第７
頸椎の位置が互いに一致するように、スクラム（姿勢Ａ）における複数の位置データに座
標変換を行い、その後に上述の機能を実行する。
【００５５】
　また、本実施の形態では、存在位置生成部２２が複数の特徴点から参照特徴点及び対象
特徴点として選択する特徴点の順番は予め決定されている。図９は、存在位置生成部２２
が選択する特徴点の順番を示している。仙骨及び第７頸椎を基準として、概ね基準から外
側・下側に離れて行く向きに、具体的には図中の矢印の向きに順番に特徴点が選択される
。その順番は、二つの参照特徴点の選択の順番と、その二つの参照特徴点に対して、選択
すべき周囲に位置する一つの特徴点とを示している。図９に示す順番はすべての姿勢にお
いて共通であり、その順番を示すデータ（図９）は例えば特徴点データ３１又は存在位置
生成部２２に含まれる。
【００５６】
　このうち、肩峰、肩関節中心、上腕骨外上顆、上腕骨内上顆、尺骨茎状突起、橈骨茎状
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突起、肘関節中心、手関節中心、上腕部、前腕部は上半身の特徴点であり、図示しないが
左半身及び右半身にそれぞれ存在する。また、上前腸骨棘、大転子、股関節中心、大腿骨
外顆、大腿骨内顆、腓骨外踝、脛骨内踝、膝関節中心、足関節中心、大腿部、下腿部は下
半身の特徴点であり、図示しないが左半身及び右半身にそれぞれ存在する。体幹下部マー
カ、体幹中部マーカ、及び体幹上部マーカは、体幹の特徴点であり、図示しないが背側及
び腹側にかつ左右両側それぞれ複数個ずつ存在する。
【００５７】
　そして、本実施の形態において、仙骨及び第７頸椎の相対的な位置関係は複数の姿勢で
ほぼ同じであるから、仙骨及び第７頸椎は対象特徴点とはしない。また、肩関節中心及び
股関節中心は、精度の高い公知の推定方法による位置を用いるため、対象特徴点とはしな
い。具体的には、左右の肩峰間の距離の１７％だけ肩峰から下方の点を肩関節中心の位置
とする（Ｇ．Ｒａｂ　ｅｔ．ａｌ．、Ｇａｉｔ　ａｎｄ　Ｐｏｓｔｕｒｅ、１５、（２０
０２）、ｐ．１１３－１１９）。また、大転子と上前腸骨棘とを結ぶ線上で、大転子から
１／３の位置にある点を股関節点として、左右の大転子間の距離の１９．７％の距離だけ
股関節点から身体の内側へ水平に入った点を股関節中心とした（ＤＩＦ－Ｂ法（修正版）
：倉林準ら、バイオメカニズム学会誌、Ｖｏｌ．２７、Ｎｏ．１、（２００３）、ｐ．２
９－３６）。また、肘関節中心は上腕骨外上顆と上腕骨内上顆との中点として算出され、
手関節中心は尺骨茎状突起と橈骨茎状突起との中点として算出され、膝関節中心は大腿骨
外顆と大腿骨内顆との中点として算出され、足関節中心は腓骨外踝と脛骨内踝との中点と
して算出される。
【００５８】
　したがって、本実施の形態では、対象特徴点となる特徴点は、胸骨、肩峰、上腕骨外上
顆、上腕骨内上顆、尺骨茎状突起、橈骨茎状突起、上前腸骨棘、大転子、大腿骨外顆、大
腿骨内顆、腓骨外踝、脛骨内踝、上腕マーカ、前腕マーカ、大腿マーカ、下腿マーカ、体
幹下部マーカ、体幹中部マーカ、及び体幹上部マーカである。一方、参照特徴点となり得
る特徴点は、仙骨及び第７頸椎と、所定の方法で算出された後の肩関節中心、股関節中心
、肘関節中心、手関節中心、膝関節中心、及び足関節中心と、対象特徴点として算出され
た後の胸骨、肩峰、上腕骨外上顆、上腕骨内上顆、尺骨茎状突起、橈骨茎状突起、上前腸
骨棘、大転子、大腿骨外顆、大腿骨内顆、腓骨外踝、脛骨内踝、上腕マーカ、前腕マーカ
、大腿マーカ、下腿マーカ、体幹下部マーカ、体幹中部マーカ、及び体幹上部マーカであ
る。
【００５９】
　上半身の特徴点の選択の順番については、例えば、以下のとおりである（図９）。
　各姿勢について、仙骨及び第７頸椎が最初の二つの参照特徴点（この場合、所定の二つ
の参照特徴点）、胸骨が最初の対象特徴点としてそれぞれ選択される。次に、第７頸椎及
び胸骨が二つの参照特徴点、肩峰が対象特徴点としてそれぞれ選択される。次に、肩関節
中心は、左右の肩峰間の距離の１７％だけ肩峰から下方の点が肩関節中心の位置なので対
象特徴点とはされない。次に、肩峰及び肩関節中心が二つの参照特徴点、上腕骨外上顆が
対象特徴点としてそれぞれ選択される。次に、肩峰及び肩関節中心が二つの参照特徴点、
上腕骨内上顆が対象特徴点としてそれぞれ選択される。次に、上腕骨外上顆及び上腕骨内
上顆が二つの参照特徴点、尺骨茎状突起が対象特徴点としてそれぞれ選択される。次に、
上腕骨外上顆及び上腕骨内上顆が二つの参照特徴点、橈骨茎状突起が対象特徴点としてそ
れぞれ選択される。次に、肘関節中心は、上腕骨外上顆と上腕骨内上顆との中点の位置な
ので対象特徴点とはされない。次に、手関節中心は、尺骨茎状突起と橈骨茎状突起との中
点の位置なので対象特徴点とされない。次に、肩関節中心及び肘関節中心が二つの参照特
徴点とし、上腕マーカが対象特徴点としてそれぞれ選択される。次に、肘関節中心及び手
関節中心が二つの参照特徴点、前腕マーカが対象特徴点としてそれぞれ選択される。上腕
マーカや前腕マーカがそれぞれ複数個ある場合には、複数のマーカの各々が対象特徴点と
して個別に選択される。
【００６０】
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　下半身の特徴点の選択の順番については、例えば、以下のとおりである（図９）。
　各姿勢について、仙骨及び第７頸椎が最初の二つの参照特徴点（この場合、所定の二つ
の参照特徴点）、上前腸骨棘が最初の対象特徴点としてそれぞれ選択される。次に、仙骨
及び上前腸骨棘が二つの参照特徴点、大転子が対象特徴点としてそれぞれ選択される。次
に、股関節中心は、大転子と上前腸骨棘とを結ぶ線上で、大転子から１／３の位置にある
点を股関節点とし、左右の大転子間の距離の１９．７％の距離だけ股関節点から身体の内
側へ水平に入った点が股関節中心の位置なので、特徴対象点とはされない。次に、大転子
及び股関節中心が二つの参照特徴点、大腿骨外顆が対象特徴点としてそれぞれ選択される
。次に、大転子及び股関節中心が二つの参照特徴点、大腿骨内顆が対象特徴点としてそれ
ぞれ選択される。次に、大腿骨外顆及び大腿骨内顆が二つの参照特徴点、腓骨外踝が対象
特徴点としてそれぞれ選択される。次に、大腿骨外顆及び大腿骨内顆が二つの参照特徴点
、脛骨内踝が対象特徴点としてそれぞれ選択される。次に、膝関節中心は、大腿骨外顆と
大腿骨内顆との中点の位置なので対象特徴点とされない。次に、足関節中心は、腓骨外踝
と脛骨内踝との中点の位置なので対象特徴点とされない。次に、股関節中心及び膝関節中
心が二つの参照特徴点、大腿マーカが対象特徴点としてそれぞれ選択される。次に、膝関
節中心及び足関節中心が二つの参照特徴点、下腿マーカが対象特徴点としてそれぞれ選択
される。大腿マーカや下腿マーカがそれぞれ複数個ある場合には、複数のマーカの各々が
対象特徴点として個別に選択される。
【００６１】
　次に、体幹の特徴点の選択の順番については以下のとおりである。左右の上前腸骨棘の
中点（Ａ点）及び仙骨が二つの参照特徴点、体幹下部マーカが対象特徴点としてそれぞれ
選択される。次に、仙骨と第７頸椎との中点（Ｂ点）及びＡ点と胸骨上縁との中点（Ｃ点
）が二つの参照特徴点、体幹中部マーカが対象特徴点としてそれぞれ選択される。次いで
、第７頸椎及び胸骨が二つの参照特徴点、体幹上部マーカが対象特徴点としてそれぞれ選
択される。体幹下部マーカや体幹中部マーカや体幹上部マーカがそれぞれ複数個ある場合
には、複数のマーカの各々が対象特徴点として個別に選択される。
【００６２】
　なお、上半身及び下半身の特徴点のうち、左半身及び右半身の両方に存在する特徴点に
ついては、左半身及び右半身の両方の特徴点がそれぞれ対象特徴点として選択される。ま
た、体幹の特徴点については、背側及び腹側の両方の特徴点がそれぞれ対象特徴点として
選択される。
【００６３】
　身体形状形成部２４は、生成された複数の特徴点における複数の合成位置データに基づ
いて、身体における複数の特徴点の位置が複数の合成位置となる身体形状を示す身体形状
データを形成する。身体形状データは、記憶部２６に記憶される。
【００６４】
　衣服設計部２５は、三次元の身体形状データに基づいて、公知の方法により衣服を設計
する。設計された衣服に基づいて、公知の方法により衣服を製造してもよい。
【００６５】
　次に、実施の形態に係る装置１の動作（実施の形態に係る方法・プログラム）について
説明する。
　図１０は、実施の形態に係る装置１の動作（実施の形態に係る方法・プログラム）を示
すフロー図である。本実施の形態では、装置１の動作を、運動としてラグビー、複数の姿
勢としてスクラム及び立位を例として説明する。
【００６６】
　事前に、運動中の姿勢ごとに、複数の特徴点での複数の位置データが取得される。本実
施の形態では、複数の特徴点での複数の位置データは、光学式のマーカ（例示：反射板）
を身体の表面における複数の特徴点に配置して行われる公知のモーションキャプチャの方
法により取得される。モーションキャプチャにより取得された姿勢ごとの複数の特徴点で
の複数の位置データ（グローバル座標系）は、モーションキャプチャ用の情報処理装置の
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記憶装置に記憶される。
【００６７】
　取得ステップＳ１では、取得部２１が、スクラム（姿勢Ａ）及び立位（姿勢Ｂ）の各々
ごとに、複数の特徴点について、特徴点とその位置とを関連付けている、姿勢Ａ位置デー
タＡ及び姿勢Ｂ位置データ３３を取得する。姿勢Ａ位置データ３２及び姿勢Ｂ位置データ
３３は記憶部２６に記憶される。
【００６８】
　次に、存在位置生成ステップＳ２では、存在位置生成部２２が、スクラム（姿勢Ａ）に
ついて、姿勢Ａ位置データ３２に基づいて、複数の特徴点のうち、二つの特徴点を二つの
参照特徴点とし、二つの参照特徴点の周囲の一つの特徴点を対象特徴点としてそれぞれ選
択する。そして、存在位置生成部２２が、対象特徴点が二つの参照特徴点に対して相対的
に存在可能な位置を算出して、対象特徴点と存在可能な位置とを関連付けた存在位置デー
タを生成する。次いで、存在位置生成部２２が、立位（姿勢Ｂ）について、姿勢Ｂ位置デ
ータ３３に基づいて、複数の特徴点のうち、二つの特徴点を二つの参照特徴点とし、二つ
の参照特徴点の周囲の一つの特徴点を対象特徴点としてそれぞれ選択する。そして、存在
位置生成部２２が、対象特徴点が二つの参照特徴点に対して相対的に存在可能な位置を算
出して、対象特徴点と存在可能な位置とを関連付けた存在位置データを生成する。ただし
、スクラム（姿勢Ａ）及び立位（姿勢Ｂ）のどちらの存在位置データが先に生成されても
よい。
【００６９】
　特に、本実施の形態では、存在位置生成ステップＳ２は、最初に、複数の姿勢の各々ご
とに、複数の位置データに基づいて、複数の特徴点のうちの所定の二つの特徴点を前記二
つの参照特徴点とし、二つの参照特徴点の周囲に位置する一つの特徴点を対象特徴点とし
てそれぞれ選択して、存在位置データを生成する。
【００７０】
　すなわち、まず、存在位置生成ステップＳ２において、存在位置生成部２２は、特徴点
の選択の順番（図９）に従い、最初にスクラム（姿勢Ａ）につき、仙骨及び第７頸椎を最
初の二つの参照特徴点（所定の二つの参照特徴点）とし、胸骨を最初の対象特徴点として
、存在可能な位置を算出し、胸骨の存在位置データを生成する。同様に、存在位置生成部
２２は、立位（姿勢Ｂ）につき、仙骨及び第７頸椎を最初の二つの参照特徴点（所定の二
つの参照特徴点）とし、胸骨を最初の対象特徴点として、存在可能な位置を算出し、胸骨
の存在位置データを生成する。
【００７１】
　次に、合成位置生成ステップＳ３において、合成位置生成部２３は、スクラム（姿勢Ａ
）での胸骨の存在位置データと、立位（姿勢Ｂ）での胸骨の存在位置データとに基づいて
、胸骨の平均の位置を合成位置として算出して、胸骨と合成位置とを関連付けた胸骨の合
成位置データを生成する。
【００７２】
　合成位置生成部２３は、この段階で、図９に示す、すべての特徴点（本実施の形態では
、所定の二つの参照特徴点である仙骨及び第７頸椎を除く）について、対象特徴点として
合成位置データが生成されたか否かを確認する（ステップＳ４）。その結果、胸骨の合成
位置データしか生成されていないので（ステップＳ４：Ｎｏ）、工程を存在位置生成ステ
ップＳ２に戻す。
【００７３】
　存在位置生成ステップＳ２において、存在位置生成部２２は、特徴点の選択の順番（図
９）に従い、スクラム（姿勢Ａ）につき、第７頸椎及び胸骨を二つの参照特徴点とし、肩
峰を対象特徴点として、存在可能な位置を算出し、肩峰の存在位置データを生成する。左
右の肩峰について行う。同様に、存在位置生成部２２は、立位（姿勢Ｂ）につき、第７頸
椎及び胸骨を二つの参照特徴点とし、肩峰を対象特徴点として、存在可能な位置を算出し
、肩峰の存在位置データを生成する。左右の肩峰について行う。
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【００７４】
　次に、合成位置生成ステップＳ３において、合成位置生成部２３は、スクラム（姿勢Ａ
）での肩峰の存在位置データと、立位（姿勢Ｂ）での肩峰の存在位置データに基づいて、
肩峰の平均の位置を合成位置として算出して、肩峰と合成位置とを関連付けた肩峰の合成
位置データを生成する。左右の肩峰について行う。
【００７５】
　合成位置生成部２３は、この段階で、図９に示す、すべての特徴点（所定の二つの参照
特徴点である仙骨及び第７頸椎を除く）について、対象特徴点として合成位置データが生
成されたか否かを確認する（ステップＳ４）。その結果、胸骨及び肩峰の合成位置データ
しか生成されていないので（ステップＳ４：Ｎｏ）、工程を存在位置生成ステップＳ２に
戻す。
【００７６】
　以下同様にして、図９に示す、すべての特徴点（仙骨及び第７頸椎を除く）について、
対象特徴点として合成位置データが生成されるまで（ステップＳ４：Ｙｅｓ）、図９の説
明で示された順番に従って、存在位置生成ステップＳ２及び合成位置生成ステップＳ３を
繰り返す。
【００７７】
　なお、肩関節中心及び股関節中心の各々については、ステップＳ２はスキップ（省略）
される。そして、肩関節中心については、ステップＳ３において、既に合成位置を算出さ
れた肩峰に基づいて上述の各推定方法による一点を合成位置として算出する。股関節中心
については、ステップＳ３において、既に合成位置を算出された大転子及び上前腸骨棘に
基づいて上述の各推定方法による一点を合成位置として算出する。一方、肘関節中心、手
関節中心、膝関節中心及び足関節中心の各々についても、ステップＳ２はスキップ（省略
）される。そして、肘関節中心については、ステップＳ３において、既に合成位置を算出
された上腕骨外上顆と上腕骨内上顆との中点の一点を合成位置として算出する。手関節中
心については、ステップＳ３において、既に合成位置を算出された尺骨茎状突起と橈骨茎
状突起との中点の一点を合成位置として算出する。膝関節中心については、ステップＳ３
において、既に合成位置を算出された大腿骨外顆と大腿骨内顆との中点の一点を合成位置
として算出する。足関節中心については、ステップＳ３において、既に合成位置を算出さ
れた腓骨外踝と脛骨内踝との中点の一点を合成位置として算出する。
【００７８】
　本実施の形態では、次に、身体形状形成ステップＳ５において、身体形状形成部２４は
、生成された複数の特徴点における複数の合成位置データに基づいて、身体における複数
の特徴点の位置が複数の合成位置となる身体形状を、身体形状データとして形成する。身
体形状データは、記憶部２６に記憶される。
【００７９】
　本実施の形態では、次に、衣服設計ステップＳ６において、衣服設計部２５は、三次元
の身体形状データに基づいて、公知の方法により衣服を、衣服設計データとして形成する
。衣服設計データは、記憶部２６に記憶される。
【００８０】
　以上のように、本実施の形態に係る装置１は動作し、方法・プログラムが実行される。
【００８１】
　本装置・方法・プログラムは、運動（例示：ラグビー）中に生じ得る複数の姿勢（例示
：スクラム、立位）の各々ごとに、身体における複数の特徴点（例示：仙骨、第７頸椎、
胸骨、上前腸骨棘、…）とそれらに対応する複数の位置（例示：座標）とを関連付けた複
数の位置データを取得する。そして、全姿勢分の複数の位置データを合成し、全姿勢に共
通の複数の合成位置データを生成する。この全姿勢に共通の複数の合成位置データにより
、全姿勢の身体形状を合成した身体形状を形成することができる。そして、この全姿勢の
身体形状を合成した身体形状に基づいて、衣服を設計することで、運動中の様々な姿勢の
身体形状のいずれに対しても適し、運動し易い衣服を設計することが可能となる。
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【００８２】
　なお、二つの参照特徴点及び対象特徴点の選択の順番は、図９の順番の例に限定される
ものではない。二つの参照特徴点としては、所定の二つの特徴点及び既に合成位置データ
が生成された特徴点のうちから選択される二つの特徴点であり、対象特徴点としては、所
定の二つの特徴点及び既に合成位置データが生成された特徴点以外の特徴点であればよい
。ただし、二つの参照特徴点と対象特徴点とは互いに周囲に位置すれば、したがって、あ
らゆる姿勢において二つの参照特徴点と対象特徴点との距離が一定であると仮定し得る特
徴点であればよい。また、所定の二つの特徴点は、仙骨及び第７頸椎に限定されるもので
はなく、他の二つの特徴点、例えば左右の上前腸骨棘であってもよい。
【００８３】
　本装置・方法・プログラムは、好ましい態様として、運動中に生じ得る複数の姿勢（例
示：スクラム、立位）の各々ごとに、対象特徴点Ｐ（、Ｐ’）と参照特徴点Ｑ，Ｒ（、Ｑ
’、Ｒ’）との距離は概ね変わらないとして、第１球面ＳＡ１（、ＳＡ１’）と第２球面
ＳＡ２（、ＳＡ２’）とが交わってできる円ｓ（、ｓ’）の円周上の位置を、対象特徴点
の移動可能な、したがって存在可能な位置として推定する。それゆえ、対象特徴点の存在
し得る範囲を比較的簡単な方法で比較的精度よく推定することができる。それにより、全
姿勢に共通の複数の合成位置データを容易に生成することができる。
【００８４】
　本装置・方法・プログラムは、好ましい態様として、複数の姿勢（例示：スクラム、立
位）の各々における対象特徴点Ｐ（、Ｐ’）の存在可能な位置として推定された円ｓ（、
ｓ’）の円周上の位置を用いて、したがって全姿勢分の対象特徴点の存在可能な位置を用
いて、対象特徴点の合成位置を算出する。すなわち、二つの参照特徴点Ｑ、Ｒ／Ｑ’、Ｒ
’を複数の姿勢について互いに重ねたとき、複数の円の平均の位置に存在し、複数の円ｓ
／ｓ’の半径の平均と同じ半径を有する円である合成円ｓ”において、当該合成円ｓ”の
円周上の位置であって、複数の円ｓ／ｓ’の円周上における複数の対象特徴点Ｐ／Ｐ’の
平均の位置を、対象特徴点の合成位置Ｐ”として算出する、したがって、全姿勢に共通の
複数の合成位置データを的確に生成することができる。
【００８５】
　本装置・方法・プログラムは、好ましい態様として、運動中に生じ得る複数の姿勢（例
示：スクラム、立位）の各々ごとに、最初に、所定の二つの特徴点（例示：仙骨、第７頸
椎）を二つの参照特徴点として、存在位置データ、延いては合成位置データを生成する処
理を開始している。そのため、例えば、所定の二つの特徴点として、複数の特徴点のうち
の身体の中心付近のものを用いるなど、複数の特徴点の分布や対称性等を考慮した工夫に
より、存在位置データ、延いては合成位置データの精度をより高めることができる。それ
により、全姿勢に共通の複数の合成位置データを精度よく生成することができる。
【００８６】
　本装置・方法・プログラムは、別の実施の形態として、合成位置生成部２３が行う合成
位置生成ステップＳ３において、対象特徴点の平均の位置を、複数の姿勢（例示：スクラ
ム、立位）の各々の重要度に応じた加重平均で算出してもよい。すなわち、対象特徴点の
平均の位置が、重要度の高い姿勢（例示：スクラム）での位置に近くなるように、対象特
徴点の平均の位置を算出してもよい。具体的には、図８（ｂ）において、例えばスクラム
（姿勢Ａ）の重要度が高い場合、円ｓ”の位置を、立位（姿勢Ｂ）の円ｓ’の位置よりも
スクラム（姿勢Ａ）の円ｓの位置に近くなるようにする。更に、図８（ｃ）に示すように
、直線ＣＬの方向から見たＰ”の位置を、立位（姿勢Ｂ）のＰ’の位置よりもスクラム（
姿勢Ａ）のＰの位置に近くなるようにする。近さの程度は重要度の程度により適宜設定す
る。それにより、複数の合成位置データで定まる身体形状を、重要度の高い姿勢に近づけ
ることができ、対象となる運動により適した身体形状を生成することができる。
【００８７】
　本装置・方法・プログラムは、好ましい態様として、身体の表面における複数の特徴点
が、複数の骨特徴点（例示：仙骨、第７頸椎、胸骨、上前腸骨棘、…）を含むので、複数
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の変化を適切に把握することができる。それゆえ、対象特徴点の存在し得る範囲を精度よ
く推定することができる。それにより、全姿勢に共通の複数の合成位置データを容易に生
成することができる。
【００８８】
　本装置・方法・プログラムは、好ましい態様として、複数の姿勢が、同一身体による筋
収縮時の姿勢（例示：スクラム）及び筋弛緩時（例示：立位）の姿勢を含んでいる。しか
し、それとは別に、又は、それと同時に、別の実施の形態として、複数の姿勢が、互いに
異なる複数の身体による実質的に同一な姿勢（例示：スクラム）を含んでもよい。この場
合、同一な姿勢でも、複数の身体間で特徴点間の距離が相違することが考え得る。その場
合には、例えば、身体の長さや幅の比を用いて、複数の位置データを補正した後、上記の
装置の動作・方法・プログラムを実行する。それにより、運動中の様々な姿勢の身体形状
を、より汎用性が高くなるように形成することができる。それにより、汎用性が高く、よ
り運動し易い衣服を設計することが可能となる。
【００８９】
　本装置・方法・プログラムは、好ましい態様として、複数の位置データを、身体の複数
の特徴点にマーカを配置して行うモーションキャプチャにより取得できるので、動的な身
体形状をより正確に取得することができる。それにより、より的確に、全姿勢に共通の複
数の合成位置データを生成することができる。
【００９０】
　本装置・方法・プログラムは、全姿勢に共通の複数の合成位置データに基づいた身体形
状を示す身体形状データを形成することができる。それにより、その身体形状を用いて対
象として衣服を設計することで、運動中の様々な姿勢の身体形状のいずれに対しても適し
、運動し易い衣服を設計することが可能となる。
【符号の説明】
【００９１】
　　１　　装置
　２１　　取得部
　２２　　存在位置生成部
　２３　　合成位置生成部
【要約】
【課題】運動中の様々な姿勢での身体形状に適する衣服の設計を支援する。
【解決手段】装置１において、取得部２１は、姿勢ごとに、身体の複数の特徴点の位置を
示す複数の位置データを取得する。存在位置生成部２２は、姿勢ごとに、複数の位置デー
タに基づき、複数の特徴点から選択した対象特徴点と参照特徴点につき、参照特徴点に対
して対象特徴点が存在可能な位置を示す存在位置データを生成する。合成位置生成部２３
は、複数の姿勢について生成された複数の存在位置データに基づき、対象特徴点の存在位
置の平均である合成位置を示す合成位置データを生成する。存在位置データは、姿勢ごと
に、複数の特徴点の各々を順次対象特徴点として生成される。合成位置データは、姿勢ご
とに順次生成された複数の存在位置データに基づき、順次選択された対象特徴点について
生成される。生成された複数の合成位置データに基づき、身体形状データが形成される。
【選択図】図３
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